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広報あさひ/2017/11 9

【問い合わせ先】　産業建設課　TEL 377－5658

　次月号では、第４章（空家等対策施策の展開）の「４．特定空家等に関する措置」から「７．その他
空家等に関する対策」をご紹介させていただきます。

空家等情報データベースの更新および対応

［日常調査］
相談又は通報

適切な管理・
利活用の
周知・啓発

所有者等に
よる適切な
管理の依頼

所有者等に
よる適切な
管理の依頼

・登記情報
・課税情報
・水道情報
　　　　　など

建築基準法等
関係法令に
基づく措置

対応方針の検討（行政関与の要否の判断）

優良空家等 管理不全空家等 特定空家等の候補

データベース化【空家等カルテ】

外観目視による現地調査【空家等外観調査票】

空家等情報の整理【空家等情報入力シート】

現地で空家等の状況確認

所有者等の特定・使用状況確認

［定期調査］
（５年ごと）


